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速報版 H23.3.12(土)第 1号および第 2号 

 

１２ 災害時の広報     広報記録班 

 

 

 

 

■ 広報広聴課 

(1) ふくしま市政だより     

ア 速報版      

 

  

 

 

 

 

 

 

 ① ３月１２日、第１号を避難所への朝食配布に合わせて発行 

     内 容：避難状況、被害状況、給水所など 

   ② ３月３１日までの２０日間に２３号まで発行 

     内 容：災害ごみ受け入れ、仮設・開放トイレ、ライフライン復旧情報、学校情報、交通

情報、放射能情報、相談窓口、共同浴場開放、義援金、罹(り)災証明、放射線講

演会 などの震災関連情報 

   ③ 「放射線リスク」講演会（３／２１）内容の特集号を３月２４日に発行 

   ④ 配布方法など：各避難所・本庁１階各課へ配布、本庁１階に貼り出し、各所属（支所・学習

センター・行政サービスコーナー含む）へ庁内メールで配信し、貼り出し・配布を依頼 

市民への情報提供 

印刷所の被災により、市役所内で市政だより速報版３月１２日から２３号を 

印刷して発行 

   （速報版３月１２日から２３号および緊急版４月１日号まで印刷発行） 

班長  総務部次長(政策担当) 

班員  企画政策課、情報管理課、広報広聴課、管理課 

 

 

※「資料１ふくしま市政だより速報版、緊急版」を参照 
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イ  緊急版など 

① ４月１日号（Ａ４・４Ｐ）約１０万７千部を、印刷所被災のため浄書センターで印刷し町内

会加入世帯へ配布 

      内 容：市長メッセージ、休日当番医、施設の休館、罹(り)災証明 など 

     ② 同時に、講演会の内容を記載した「速報版特集号」を配布 

 ③ ４月１１日号・２１日号、５月１日号・２１日号を発行 

      内 容：お知らせ、放射線Ｑ＆Ａ、乳幼児健診、広域避難状況 など 

 ④ 町内会未加入者対策として、４月１日号から市内の主なガソリンスタンド（９３店）、コン 

ビニエンスストア（１０８店）で配布（約５千部） 

     ⑤ ４月２１日号から、各町内会に２割増しの部数を配布し、町内会未加入世帯への配布を依頼

（増刷分約２万５千部） 

(2) 市政記者クラブへの情報提供 

ア  災害対策本部会議の公開 

     ・早い時期（１２日 or１３日）から現在も、報道関係者へ会議を公開 

イ  報道機関への投げ込み 

     ・市政記者クラブ加入報道機関１７社へファクス・Ｅメールで震災関連の緊急情報を配信し報

道を依頼 

    ３月１１日・・・第１報～第６報   １２日・・・第７報～第１３報 

 ６月９日現在  通算５８報発信 

(3) テレビ 

ア 臨時テレビ市政だより（５分番組）の放送 

    ・毎月の定時番組のほか、臨時にテレビ番組を追加放送 

    放送日： 

     ４月１７日（ＦＴＶ）・２３日（ＴＵＦ）・２４日（ＦＣＴ・ＫＦＢ） 

     ５月２１日（ＦＴＶ）・２８日（ＫＦＢ・ＴＵＦ）・２９日（ＦＣＴ） 

    内 容：市長メッセージ 

(4) ラジオ 

ア 緊急時割り込み生放送（エフエム・ポコ） 

   ・業務委託契約に基づき、２４時間体制で地震災害放送を実施 

     〔内容〕震災関連情報、市長インタビュー、「放射線リスク」講演会 など 

・３月１６日、東北総合通信局に臨時災害放送局免許を申請し、放送出力を１００Ｗに増力（～

３月２５日、現在休止中） 

   ・放送期間：３月１１日～２５日 

イ 震災情報番組放送（ラジオ福島） 

   ・定時番組（毎週土曜日午前、第１日曜日午前）に加え、毎日午前（１０時５５分）と午後（１ 

８時１０分）の２回、３分番組を放送 

   〔内容〕環境放射能測定値（県測定）、震災関連情報、市長メッセージ  など 

     ・放送期間：４月１日～５月３１日 

       

地元ＦＭ放送局の通常放送を緊急放送に切り替え、

災害状況やライフラインの復旧状況などの情報を 

市民へ提供 
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(5)  市公式ホームページ「ふくしまウェブ」 

災害対策本部で発表された情報をホームページで公開（市政だより速報版に掲載されている情

報がメイン）    職員数 1 名 

ア  ホームページ更新方法 

(ｱ) 平成 23年 3月 11日～16日 

    委託業者(INF)によるページ更新 

(ｲ) 平成 23年 3月 17日～7月 26日 

防災情報ＣＭＳにより情報更新 

(危機管理課が所管するＣＭＳを使用し、広報広聴課で情報更新) 

※ＣＭＳ：ホームページを行政情報端末から簡単に更新可能とするシステム 

(ｳ) 平成 23年 7月 27日～  

簡易版ＣＭＳリニューアル（フリーソフト） 

※更新情報が多い課には、ホームページ更新権限（ID/PASS）を付与 

各課で情報更新（11課） 

(対象課：秘書課、観光課、農政課、農業振興課、商業労政課、清掃管理課、教育総務課、 

保健体育課、健康推進課、危機管理室、下水道管理センター） 

イ ホームページへの主な掲載内容 

(ｱ) 平成 23年 3月 11日～ 

被害状況、給水情報、ライフライン（電気・ガス・水道）復旧状況、交通情報、仮設トイ

レ情報、水道の復旧状況、放射線情報（知識提供、環境放射能測定値、水道水）、ごみ収集、

避難所情報 など 

(ｲ) 平成 23年 3月下旬～（追加情報） 

被災者支援（税の減免、納期延期、借り上げ住宅）、農業関連情報（出荷制限）、施設の開

館状況、イベント中止、市長メッセージ） など 

(ｳ) 平成 23年 7月中旬～（追加情報） 

除染、環境放射能測定値（学校、支所、県測定）、放射線対策（学校の表土除去、放射線測

定器貸出）、公共施設情報 など 

 

  (6) 市携帯電話用ホームページ「ふくしまケイタイウェブ」 

  ア 「ふくしまウェブ」とほぼ同様の情報を更新 

 

 

 

 

■ 企画経営課 

 (1) 広報車による広報活動     

   「福島市地域防災計画」第２章 災害応急対策計画では、政策推進部が災害広報・避難広報

の計画を担い、企画経営課（震災当時：企画政策課）が広報車などによる広報活動の支援を担

うこととなっている。 

    この計画に基づいて、①市内全域が断水する恐れのあること、②それに対する備えについて、 

総務部次長を中心に広報内容を作成し、企画経営課職員６名が 3 班に分かれ広報活動を行った。 

ア 広報車の確保 

       企画経営課では、広報専用車輌を管理しておらず、管理課・車輌管理室を通じて広報のた 

めの車輌（スピーカー付き車輌）を確保した。 

 確保できた車輌台数分だけ広報ルートを選定せざるを得なかった。（スピーカー付き車両の

必要台数の確保が課題。又、広報機器の使用書の常備と平時のチェックも必要。） 
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イ  広報ルート 

       広報ルートは、あさひ台団地や事前に停電情報が入った地域を中心に、支所とも連携し決

定。ただし、出発直後から渋滞に巻き込まれ、通常所要時間が 25 分前後のルートでも 2 時

間以上を要した。  

      あさひ台団地は、当日夕方５時頃に現地へ向け出発するも、渋滞で６時過ぎに到着。既に

消防で対応しており住民はほぼ避難済みだったが、要介護者の居る避難拒否世帯の対応に苦

慮した。その後、４月下旬頃まで避難指示区域内に居残り世帯がないか確認を行った。 

ウ 報道機関の窓口対応 

      報道機関から被害状況の取材を受け対応した。 

エ 庁内への情報伝達 

      災害対策本部での情報を庁内放送で伝達した。 

オ  情報および記録の保存・整理 

       被害状況の記録の整理。 

 

 

 


